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１ 神奈川県総合リハビリテーションセンター条例 新旧対照表 

改  正 現  行 

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係） 

 種別 金額   種別 金額  

 （略）     （略）    

 第３条

第４号

に掲げ

る業務 

（略） （略） （略）   第３条

第４号

に掲げ

る業務 

（略） （略） （略）  

         

  （略） （略）    （略） （略）  

  非紹介患者の初診

（厚生労働大臣の

定める評価療養、

患者申出療養及び

選定療養（平成18

年厚生労働省告示

第495号）第２条第

４号に規定する初

診をいう。） 

医師による場合 

１件につき 

7,700円 

歯科医師による場

合 １件につき 

5,500円 

   非紹介患者の初診

（厚生労働大臣の

定める評価療養、

患者申出療養及び

選定療養（平成18

年厚生労働省告示

第495号）第２条第

４号に規定する初

診をいう。） 

１件につき1,630

円を超えない範囲

内で知事が定める

額 

 

  紹介済患者の再診

（厚生労働大臣の

定める評価療養、

患者申出療養及び

選定療養第２条第

５号に規定する再

診をいう。） 

医師による場合 

１件につき 

3,300円 

歯科医師による場

合 １件につき 

2,090円 

   （新規） （新規）  

  （略） （略）    （略） （略）  
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２ 平塚保健福祉事務所秦野センター新築工事（建築－第１工区）の概要 

 

(1) 工 事 名 称   平塚保健福祉事務所秦野センター新築工事（建築－第１工区） 

 

(2) 工 事 場 所   秦野市寿町2240番３ 

 

(3) 請 負 契 約 者 名   株式会社エス・ケイ・ディ代表取締役 長谷川 辰巳 

 

(4) 元請負契約金額   ６億3,219万7,940円 

 

(5) 変更請負契約金額   ７億2,485万7,100円 

 

(6) 工 事 内 容   平塚保健福祉事務所秦野センター 本館 

鉄筋コンクリート造 地上４階 

延床面積 1,490.03㎡ 

 

(7) 整備スケジュール 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

      

 

 

  

供用開始 基本・実施 
設計 

調査設計 新庁舎建設 
（監理・工事） 
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(8) 第１工区概要図 

 

本館 


